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（協議経過） 

〇石川事務局員 

それでは定刻となりましたので、ただいまか

ら令和６年度第２回はたらく部会を開催いた

します。本日はお忙しい中お集まりいただきま

ことにありがとうございます。本日、司会進行

を務めさせていただきます障がい福祉センタ

ーの石川です。よろしくお願いいたします。 

本日の参加状況についてご連絡いたします。

本日は精神障がい者自立支援センターの斧田

委員、足立区手をつなぐ親の会の奥田委員、オ

ブザーバー南様がご都合により欠席となって

おります。 

 続いて、確認事項になります。 

本日の議事は公開とし、傍聴席をもうけてお

りますのでご了承ください。この会議における

内容、及び発言者名は議事録とし、後日足立区

のホームページで公開いたします。その議事録

作成にあたりまして、今回も会議の内容を録音

させていただきます。ご出席いただいた委員の

皆様には後日議事録の原稿案をお送りします

ので、内容の確認をよろしくお願いします。事

務局からは以上となります。 

それでは第２回はたらく部会を開催いたし

ます。はじめに当センター所長の山本より挨拶

を申し上げます。よろしくお願いいたします。 

〇山本所長 

皆様、こんにちは。足立区障がい福祉センタ

ーあしすと所長の山本でございます。前回１回

目は猛暑という辛い中で行われましたが、本日

は気温も下がり、過ごしやすい時期といえばそ

うですが、寒暖差が大きいため体調管理も十分

に気を付けていただきたいと思います。そのよ

うな中ご出席いただいてありがとうございま

す。 

また本日は様々な資料のご提供ありがとう

ございます。 

前回は障がい者の就労形態について、分析や

課題について話し合いをしていただきました。

人材確保における苦労話もいただきました。 

本日は、前回話題に出た企業に向けた分かり

やすいパンフレットがあると良いということ

も含め、審議を２時間していきたいと思います。 

また、この場を借りて足立区の障がい者週間

記念事業の告知をさせていただきます。足立区

では１１月２９日(金)～１２月５日(木)の一

週間、本庁舎で障がい者週間記念事業を開催い

たします。作品展や障がい者施設で作ったクッ

キーやパンなどの販売も行います。今年度は、

１１月３０日（土）午前１１時から、前回のデ

フリンピック、アルペンスキー銀メダルの選手

による手話講演等も行いますので、お越しいた

だければ幸いです。本日は最後までどうぞよろ

しくお願いいたします。 

〇石川事務局員 

それでは議事に移りたいと思います。ここか

らの進行は橋本部会長にお願いしたいと思い

ます。橋本部会長、お願いいたします。 

〇橋本部会長 

改めまして皆様こんにちは。よろしくお願い

します。早速本題に入りたいと思います。 

今回の議事は１つです。企業への情報発信、

リーフレットの作成という案が前回出ました。 

この背景についてもう１度整理をすると、この

はたらく部会において、地域で障がいのある人

たちが働き続けられるよう、就労継続といった

視点で、地域の体制をどうやって作っていくか、

場合によっては資源の開発といったことが

元々の始まりでした。そんな中ここ５、６年で

かなり外的環境が変わってきた状況がありま

す。特にコロナ禍による外的環境の変化もあり

ますが、それと共に制度の改正がありました。 

障害者雇用促進法及び障害者総合支援法の

改正によって、障がい者雇用の領域においては

企業、公的機関も含めて雇用率が増えた。 

障がい者雇用率を達成するための障がい者雇

様式第２号（第３条関係） 



用が広まってきており、時間のない中でどんど

ん数が増えてきている状況があります。 

一方で企業が選択できるサービスもここ４、

５年のうちに増えてきていて、これまでは主に

公的サービスによる就労支援がスタンダード

だったものが、例えば、エージェントと言われ

る職業紹介を行う民間企業も増えております

し、雇用代行ビジネスというサービスを活用す

る企業も増えています。 

こういった多様な選択肢がある中で、１人１

人の障がいのある方に合ったマッチングと、就

労継続を支えるための体制というところで、棲

み分けを私たちはしていく必要がある。 

民間企業が障がい者雇用をする際にはビジネ

スとして行っているため多くの情報発信をし

ている。 

それに比べ公的サービスはまだまだ企業に

情報が届いていない。これを解決するために情

報発信が必要であるという経緯があります。 

もう１つは、障害者総合支援法の改正。特に

就労支援業界の関心が高いところで、来年度、

就労選択支援の施行が控えています。ここに関

しても十分な議論や共有をしていきたいのは

やまやまですが、それよりも、まずは、待った

なしに進んでいる障がい者雇用の動きに合わ

せて、今この場でできることとして、企業への

情報発信ということで、ここにお集まりの皆さ

んや足立区内で就労支援を行っている機関の

情報が企業に届き、企業に有益な情報を提供で

きるように検討することをこのはたらく部会

でやろうといったところで、リーフレットの作

成という話に至っています。ここまでが背景で

す。 

ほぼ白紙の状態からになります。企業向けの

パンフレット等を見ていただくと情報量がす

ごく多いです。私共の法人でも以前から企業向

けの情報提供としては、東京都が行っている中

小応援連携事業の委託を受けて行っています。

これはまさに企業に対し情報発信していくた

めに、障がい者雇用のハンドブックを渡して説

明していますが、ほぼご覧になっていない。な

ので、ピンポイントで伝えていくようなコミュ

ニケーションが必要になる。企業の方に１番関

心があるのは、どこに働ける障がいのある方々

がいるのか。これが１つです。 

もう１つは、今雇用している障がい者、もし

くは障がいの疑いがある方をどういう風にサ

ポートしていけばいいのか。場合によってはど

ういうサポートが受けられるのか。この２点に

なります。もっと言うと仕事の切り出しをどう

したらいいかなどになります。 

そこでこの地域の強みとしては、今、足立区

にはこれだけの就労支援機関があって、これだ

けの障がいがある方が求職登録をしていて、就

労系のサービスを利用しているということは、

地域レベルで把握できることだと思うので、そ

のコミュニケーションツールとしてこのリー

フレットは役立つと思っています。 

今年度から国の障がい者雇用相談援助事業

という助成金の事業がスタートしました。これ

も私共の方で請け負い、実際５社の相談に乗っ

ています。初めて障がい者を雇用する企業がほ

とんどで、求人票を出しても人が来ない。５、

６年前にはなかった状況がある。通常の就労支

援プロセスというのは皆さん既にご存じだと

思いますが、障がいのある人の相談を受けてア

セスメントを行い理解して、次に企業のアセス

メントを行い、ジョブマッチングしていく。こ

れが今までのスタンダードな就労支援プロセ

スでした。主観もありますが、個人的には、今

後はこれが逆になって行くと思っています。最

初に雇用相談を受け、次に企業アセスメントで

企業の職場環境や雇用方針、どういった人達が

働いているかということを確認する。次に障が

いのある人のアセスメントに合わせたジョブ

マッチングという段階に来ているなと実感し



ています。 

その根拠としては、実際にそのプロセスで行

った方がマッチングがうまくいくと感じてい

ます。なぜならば企業とコミュニケーションを

取っているとその環境に合った人達のイメー

ジを私たちは理解することができるからです。

例えば、この職場であれば知的に障がいのある

人でもきっと理解できるだろうとか、この環境

であれば少し調整をすれば閉鎖的な環境を作

れば自閉の方でも力を発揮できるかもしれな

い等。企業とコミュニケーションを取っていく

とだんだん求職者層のイメージがわかってく

るので、私たちの後ろにいる利用者さんの中で、

この人とこの人なら合うかもしれないという

仮説が立てられる。その仮説に基づいて企業に

情報提供して、見学等に行ってもらい、実際に

実習というプロセスまで辿り着ける。そういう

方を送り出すと、企業の方にイメージ通りの人

が来たと言っていただける。これが就労支援プ

ロセスにおける今後のマッチングの仕方かな

と思います。 

今までは来た求人票に対して合う人を探す

やり方でしたが、むしろ企業開拓からして、企

業の環境に合わせた人達を私たちの地域の中

から掘り起こしていき、マッチングしていくこ

とが、より着実でマッチング率を向上させるや

り方であると思う。そのためにはやはり情報発

信、こういった資源が必要。そして私たちの横

の繋がりを強化していくことが必要だと感じ

ました。 

まずはそれを書面や図式化して落とし込む

作業をしていく。作業をする中で修正していく

ということをしていきたいと考えています。 

その中で今日協議していきたいことは、皆さ

ん既に情報提供いただいた資料や、資料をお持

ちでない方もその場で結構ですので、企業に伝

えるのであればここのポイントということと、

私たちにできるサービスはこういったことが

強みですというリーフレットに落とし込める

ような意見をいただきたいと思っております。

１人５分～７分程度で情報提供していただい

て、記録に残し、このパンフレットの案をブラ

ッシュアップしていきたいと思っております。

そんな形で進めさせていただきますので、ぜひ

有意義な時間になるようご協力の程よろしく

お願いいたします。 

では、大谷先生から順番にお願いします。 

〇大谷委員 

葛飾通勤寮の大谷です。今回の資料というこ

とで、４点持ってまいりました。 

先ずは黄色い冊子で、これは全体の内容が載

っています。生徒、保護者、近隣の方、企業の

方にもお配りして知っていただくものとなっ

ておりますので、お時間ある時にゆっくり見て

いただきたいです。 

もう１つが専攻科の１番の売りのコースで

日本で唯一、ろう学校の中で調理師資格が取れ

るコースのパンフレットになっております。 

ろう学校の話になってしまいますが、校数が

少ないです。知的の特別支援学校に比べると全

然数が少ない。高等部が３校しかなく、そのう

ち１校は大学進学を目指した学校なので、職業

教育とは異なるので、どんどん発信していかな

いとうちの生徒達の社会参加の選択肢が狭ま

ってしまうので力を入れています。 

こちらは本題に近いのかなと思うのですが、

ろう学校では珍しく企業向け学校説明会を行

っています。私たちもこういうパンフレットを

持って企業開拓を行っていて、生徒のニーズに

合わせて電話してお伺いするのですが、説明だ

けで理解していただくのは難しいので、来てい

ただくというのが大事だと思っています。 

実際学校に来てもらい、どんな教育を受けて

いるか、どんなコミュニケーション方法でやり

取りしているか、聴覚障がいの特性等を知って

いただいた上で企業に持ち帰っていただき、検



討してもらいます。先程のお話にもありました

ように、企業様も持ち帰ってもらった中で受け

入れを検討してもらうことで実習に繋がりま

す。知ってもらうプラス実際に呼ぶことでイメ

ージを持ってもらうことが大切になってきて

いると、今までの学校運営の経験で感じていま

す。それが就労につながっているのかなと思っ

ています。 

企業とつながり、そこからも宣伝していくこ

ともありました。脊尾さんの事務所からいただ

いたお仕事をうちの生徒にやらせてもらって

います。それは生きた素材と言いますか、学校

内でも勉強の中で作業的なことはしますが、校

内で終わってしまうため真剣味や気持ちも入

らない、盛り上がらないこともある。企業の方

に託されることで本人たちの意欲が全然変わ

ってきて、それが直接見える形でやらせてもら

え大変勉強になりました。 

その進化系が最後のパンフレット、スカイマ

ークさんとコラボレーションさせていただい

たものです。これはスカイマークさんから来た

お話で、見学、実習、就労をさせていただく中

で何か一緒にできることはないかと、ダイバー

シティ、社会貢献にもなりますし、子ども達の

やる気も上がり相乗効果になっています。 

スカイマークさんと制作した物がどんどん

日本中に配られてろう学校のことを知っても

らえれば、地方の子達も知ることができ、全国

的にもろう学校は少なく、うちの学校に来て勉

強したいという子も実際おりますので、うちで

育てて社会に出していくというサイクルにな

っていければいいと思います。 

脊尾さんのところのお仕事を今もやらせて

いただいていて、他にもいろんな企業や今後施

設等ともつながって、ぜひうちの資源を使って

いきたい。相乗効果を起こしながら障がいを持

っている方や生徒達を外部に伝えられたらな

と思います。以上です。 

〇橋本部会長 

ポイントとしては、必ずしも雇用だけではな

くて、共同でものづくりをしたりと、か資源を

活用したりとか、実習をさせてくれる企業を募

集されていたりするようなところですね。そう

いったイメージでしょうか。 

〇大谷委員 

はい。 

〇橋本部会長 

では朝倉先生、同様の視点でお願いします。 

〇朝倉委員 

学校が企業とのつながりで一番大事にして

いるのは、学校に来ていただいて、実際見ても

らうことを取り掛かりにすることに力を入れ

ています。 

今年９月にハローワーク飯田橋と連携して

２８社５０人近い企業の方がみえました。こう

いった試みはこれまでも全都的にやっていた

が、以前はハローワークに指導されて義務的に

来る企業が多かったので、実際はその後つなが

りができることは本当に少なかった。去年、今

年とやってみて、終了後に名刺交換をする等、

向こうからの熱量が高いなと思いました。法定

雇用率が上がってきたことが大きいのかなと

感じています。その中から、いくつかの企業と

お付き合いができた中で、どう始めたらよいで

すかと相談があったため、次は我々が会社の方

に行かせていただいてもいいですかと言って

会社に伺って見せていただきました。 

見学の際、我々の中では具体的な生徒のイメ

ージができたので、生徒に合った実習を組み立

ててもらうようお願いしたところです。こちら

は以前、精神の方は１名いましたが知的は初め

てで、いざ動こうとすると現場の人が躊躇され、

会社の方から相談していただきました。相談し

てもらえればこちらからも不安を解消できる

ように具体的な工夫、制度やシステムを今後ず

っと話し合っていくことができる。 



そうやってお付き合いする会社の方が求人

票を見てお付き合いしていく会社より長くて

よい付き合いができているなと感じています。

先程、橋本さんもおっしゃったように、求人に

対応していくのではなく、具体的に逆からアク

ションしていくというのは今後必要になる。学

校はそういった部分でいうと集めやすい空間

なので、学校の特色を生かして環境を作り広め

ていきたいと考えています。 

〇橋本部会長 

実際、実習先の確保に困っている企業がいた

らお話を聞きたいです。実習について、実習と

いう概念についてご存知ない企業も多いです

かね。 

〇朝倉委員 

そうですね。高等学校ではインターンシップ

を何日かやったりすると思いますが、雇用につ

ながる実習という発想は無いので、そういった

ことから説明し、例えば現場で１、２週間受け

入れるにしても具体的にどのように取り組ん

でいったらよいか、そこから教えて欲しいと言

われます。当然こちらの理念を一方的に押し付

けることはせず、現場の状況をきちんと見なが

ら、この現場であればこういったことが可能か

等、企業側が具体的に取り組めることを提示し

ていくようにしています。 

〇橋本部会長 

雇用までいかなくても先ず実習というのは

１つの情報提供になると思うので、どこかに記

載したいと思います。そのイメージを分かりや

すく伝えるためにはどういう情報提供が有効

か皆さんからもご意見いただきたいと思いま

す。 

続きまして、竹内さんお願いします。企業側

の立場から、雇用を進めていく中での事例が１

番わかりやすいのかなと思います。実際、障が

い者雇用をされる立場から、こういう資源が有

用だったとか、マッチングのために必要なもの、

もしくはこういった情報が欲しかったという

事例があればお願いします。 

〇竹内委員 

社会福祉法人愛寿会の竹内といいます。よろ

しくお願いします。部会長から説明がありまし

たとおり、受け入れ側の企業の立場から発言さ

せていただきたいと思います。 

企業開拓から企業側のニーズをつかみマッ

チングするという話がありましたが、そういう

スタンスで来ていただけると企業側としてや

りやすいです。今まで橋本さんやあいのわ福祉

会さんや区内の方々に関わっていただいてい

ますが、この利用者がというより「まずはどう

いう仕事がありますか」とか、「どういったこ

とで困っています」というスタンスだとこうい

う仕事がお願いできるかなとなります。ですの

で、そういうスタンスで対応してもらえると企

業側としてわかりやすいと思います。 

もう 1つ、ウェルズさんにお願いしている施

設外就労は、直接雇用にはなりませんが、施設

の業務になります。うちの場合は洗濯業務をお

願いしているのですが、法定雇用率や実際の雇

用には繋がりません。実際に就労支援事業所の

障がいをお持ちの方達にトレーナーの方と一

緒に来ていただき作業していただくというの

を障がい雇用を進めていく前に導入したので

すが、これによって社員の受け入れ姿勢が柔ら

かくなり、地ならしに繋がりました。 

法定雇用率という仕組みがあるので、そうい

った仕組みを企業が管理できるかはわからな

いところですが、そういう準備段階みたいなも

のがあると企業側としてはより柔軟に次のス

テップに進めるのではないかと思います。 

パンフレットを作って情報発信するのもそ

のとおりだと思います。まず足立区の企業側に

ニーズ、障がい者を受け入れたいが困っている

企業がどのくらいあるのか、今後部会をしてい

き企業側のニーズを分析して把握していきた



い。そういったニーズがあるのであれば、情報

発信やマッチングの話もありましたが、コミュ

ニケーションの機会を細かく設定していった

方がいいのかなと感じました。 

朝倉先生がおっしゃったように、企業の方を

呼び説明会をして、コミュニケーションを取れ

る場があれば、求人票を見て応募する関係より

も理解が深まり継続的な関係に繋がっていっ

たというお話でしたが、担当者同士がひざを突

き合わせて定期的にコミュニケーションが取

れる場を、足立区は広いためエリアで分けて開

催される仕組みがあると、コミュニケーション

の質や量が上がるのではないかと思います。 

企業としてはウェルズさんやあいのわさん

でお世話になっているような質の高いコンサ

ルが受けられる、人材マッチングが得られる機

会になるのではという風に考えています。 

〇橋本部会長 

流れとして支援のことを知ってもらうこと

がスタートというのが１つで、必ず雇用でなく

ても施設外就労やＢ型事業所を運営されてい

る法人であれば工賃アップのための企業との

提携、その手段としての施設外就労というのも

あるでしょうし、業務委託というのもあると思

います。そのあたりは、後程ご意見いただきた

いと思います。 

企業に向けての情報発信が必ずしも雇用だ

けではなく、業務提携というのもあり得るとい

ったところだと思います。 

ちなみに施設外就労というのは一般的には

知らない言語だと思いますが、愛寿会様が興味

を持った視点というのはどんなところからな

のかお聞きしたいと思います。 

〇竹内委員 

そうですね、１つは単純に人手が足りないと

ころです。介護の施設なので、洗濯業務は介護

職員でなくても務まる仕事かなと考えていま

す。そういったところに介護職員を割くよりは

できれば違った人材で業務を行いたいという

相談がございました。地域の主婦のパートタイ

ムを雇用していたのですが、なかなか集まらな

い。かと言って、民間のアウトソーシングの会

社に依頼する程の業務でもないので困ってい

たところ、ウェルズさんからご提案いただいた。

最初は障がい者の方にフィットするか未知数

でしたが、お話を伺い実際トレーナーの方が指

導して伴走しながらやっていただけるという

ことだったので、それであれば施設側の負担も

ある程度少なくお願いできるのかなといった

ところで今日に至っています。 

〇橋本部会長 

１つは人材不足の解消と、あと不安な点とし

て、障がいのある人ができるかということに関

しては専門家が一緒に来るという、これがまさ

に施設外就労の仕組みだと思いますので、この

あたりに導入するメリットを感じたというこ

とですね。このあたりの視点をどうやって書く

か検討が必要になりますが、１つとしては企業

のニーズとしてはあるかなと思いました。 

〇竹内委員 

もう１点、包み隠さず言いますと、低コスト

であるということもあります。 

〇橋本部会長 

低コスト、それも１つですね。 

足立区内でどれくらい障がい者雇用に困っ

ていて、どれくらい雇用したいと思っているあ

るいはする必要があると思っている企業があ

るのかというところで、データに基づいた分析

だと思うのですが、もしハローワークさんで情

報をお持ちでしたら資料の提供はいただいて

いるのでご意見ご説明いただければと思いま

す。お願いします。 

〇鈴木委員 

ハローワークの鈴木です。お願いいたします。

ハローワークに相談する企業様は法定雇用率

が今年の４月から２．３％から２．５％になり



ましたが、先を見据えて令和８年には、２．７％

になりますので、従業員の多い分母の大きい企

業様程、その２．７％を想定して今のうちから

採用計画を立てハローワークに相談されてい

ます。 

足立区の企業様は、１００人未満の規模が多

い。ハローワーク足立に相談に来る企業として

は、障害者雇用促進法の法定雇用率を達成され

ない、雇い入れ計画指導命令が発出となって初

めて相談に来ることが多い。法定雇用率を達成

してなくても計画指導命令が入らなければ動

きがないことも多い。今年の報告でいただいた

数字を見ると、来年から計画が始まりますよと

なって初めて動く、計画の相談をされる企業が

圧倒的に多いと思います 

ハローワーク飯田橋のような大企業の多い

エリアの管轄のところだと２．７％を想定して

今から２．５％を達成して指導の対象とならな

いようにしていくなど、今の段階から令和８年

を見据えて活動している。１００人２００人規

模の企業様は法定雇用率の認識も薄い企業が

多いと感じています。 

障がい者雇用を取り組む必要があると認識

している企業もありますが、中には社長から言

われて採用担当者が来たという企業もある。求

職者を送り出すハローワークとしては、何の準

備もしていないところに障がい者を送り出す

のは・・・というところがあります。なので、

まず業務の切り出しからしないといけないと

説明しています。 

この前あった例として、法定雇用率を達成し

ていない企業で、雇用計画の新規命令になり、

本社は別の管轄ですが就業場所が足立区にな

るのでハローワーク足立から何名か来てほし

いとのことで、支援機関を通して何名か送り出

しました。その後、ハローワークに「実習を 1

か月やりたい」という問い合わせが来たので、

「1か月の実習はあまりやっていない。一般的

には３日から５日のところが多い」と回答しま

した。初めてなので知らない企業もあります。 

今回足立区の命令対象にならない企業様、た

だ４０人以上になると必ず報告を出さないと

いけないので、８０人や１００人規模の企業様

に、この後もう少し従業員が増えていくと命令

対象になるということを事前に周知していけ

ればと。ご相談いただいていれば、特別支援学

校の生徒さんを体験させるなどの支援もでき

ますので。来年から命令対象になりますとなっ

て半年前からですと、１人の採用で回避できる

ならまだしも、５人くらいとなりますと半年で

は難しい。事前にご相談いただいていると支援

方法は色々あるという周知ができれば、障がい

者の雇用促進がより図られていくのかなと個

人的には思います。 

〇橋本部会長 

ありがとうございます。質問あればお願いい

たします。竹内さんお願いいたします。 

〇竹内委員 

細かい数字が分かればお伺いしたいなと思

いまして、足立区のハローワークの管轄で障が

い者の求人件数はどのくらいあるのか。 

〇鈴木委員 

２３区で１番少ないです。障がい者の有効求

人ですね。月に５０件あればいいぐらいです。

大手チェーン店の企業様もありますが、ハロー

ワークの求人は今月受け付けますと１２月末

で公開期限が切れます。翌々月末で期限が切れ

ます。全国チェーンの企業様があると、１０月

に受けて１２月末に切れてもまた１月に全国

規模の求人申し込みを受けますので、そこでは

１００件あれば１００件出てくる。それ以外で

足立区に本社があって、そこでの就業場所のも

のだと月２０とか３０とかです。 

今回城東ブロック面接会というものがあり

まして、ハローワーク足立、墨田、木場３社合

同で面接会をこの１０月に行っていますが、木



場が１５から２０社くらい、墨田では１０から

１２社、足立は６社ですね。そのうち２社は足

立区管内ではないので、厳密には４社です。障

がい者のイベントを足立区管内の企業様に周

知しても反響は薄い。ハローワーク足立の管轄

が足立区と荒川区なので、２区合わせてです。

ハローワーク墨田は墨田区と葛飾区、木場は江

戸川区と江東区になります。なので、足立区は

都内でも少ないかなと思います。 

〇竹内委員 

もう１点、障がい者の有効求人倍率はどのく

らいでしょうか。足立区でも足立区外でも。 

〇鈴木委員 

足立区の求職者は２３区でもかなり多い方

です。求職者が多いところは池袋が１番で、次

に新宿、飯田橋、木場、その次に足立がくる。

有効求人倍率は管轄のハローワークごとで見

ても２３区ではダントツに足立区は低い。 

なので、先程の雇入計画命令の対象となる企

業自体も２３区の中でも足立、荒川は少ない。

飯田橋ですと雇用指導官１３人で１人５０社

分くらい持ちますから、５００社から４００社

が対象になって、雇用相談１人５社ぐらいとす

ると、１００いくかいかないかになります。足

立の対象になる企業は去年０社、その前も０社

です。今年は２．５％になったので、今残って

いるところは３社から４社くらいありますが、

対応していく。来年１月から初めて雇入計画命

令が発出される企業さんが出てくる可能性が

ある。なので、有効求人倍率は足立区は低いで

す。 

〇竹内委員 

業態としてはどういうところでしょうか。 

〇鈴木委員 

作業系というか、清掃系ですね。今回４社出

た中で 1 社は荒川区で企業規模１０００人超

えている事務系でしたが、それ以外は清掃でし

た。本社が千代田区方面にあって工場は足立と

いうのが多いので、圧倒的に足立区の企業は事

業系が多いかなと思います。 

〇橋本部会長 

やはり１番企業の情報はハローワークさん

だと思いますので、いろいろお聞きしたいと思

うのですが如何でしょうか。 

命令対象外になっている実情としては、対象

になり得る企業さんが少ないのか、皆さん雇用

を積極的にされているのかどちらでしょうか。 

〇鈴木委員 

雇入れ計画作成命令発出基準は、今年ですと

１２０から１６０人の従業員数で雇用障がい

者０人が雇入れ命令の発出対象になります。な

ので、１００人規模で０人というところは命令

の対象にはならないのです。もちろんそれ以外

にも３つあるのですが、ハローワーク足立の管

轄で雇入れ計画命令の対象になってくるのは

１５０人１６０人規模で０人の企業さん。なの

で、１人０．５ポイントで雇入れると回避でき

ます。報告を０で出してきても、ハローワーク

の足立区の雇用指導官と相談していく中で、今

いる従業員に障がい者手帳をお持ちかどうか、

社内で人事部長に聞いてもらい、持っていると

いう方が１人いればそれで回避できる。 

 あとは１０００人を超える企業は雇い入れ

義務の人数が多くなるため、急激に従業員数が

多くなった場合は雇入れ計画命令が発出され

る可能性が高くなります。なので、採用計画を

数年単位で進められている企業さんは、来年こ

れだけ新入社員、中途採用を含めて増えるから

障がい者の雇用人数もこれだけ増やさないと

いけないというところを見据えて今の段階か

ら動いているところです。 

〇橋本部会長 

ちなみに現場で企業とやり取りをしていて

感じるのは、積極的に雇用しようというより、

リスクがあるから雇用するのが正直なところ

だと思うのですが、その時に動機付けになるよ



うなコミュニケーションやこのキーワードを

出すみたいなことがあったりするのでしょう

か。 

〇鈴木委員 

トップの認識がかなり重要だと思います。ト

ップが多様性等の考えを持っていれば、下に降

りてきて障がい者雇用促進に繋がるのですが、

逆にトップが後ろ向きだと企業としても難し

い。 

私が障がい者業務をやるのがここ４年ぐら

いと、その前の１０年ぐらいです。１０年ぐら

い前の企業様の障がい者雇用に関して、まずは

身体障がい者手帳を持っている方を雇いたい

という企業が圧倒的に多かったです。今はもう

こう言ってくる企業はほとんどない。精神、発

達で雇いたいという企業がほとんどですし、身

体だけという企業は１０数年前からすると企

業の認識がだいぶ変わった。個人的な企業の受

け入れる印象としては精神、発達の受け入れは

必然になってきている。身体障がい者の方は労

働市場にはやっぱり出てこないので、障がい者

雇用をやっていきたい企業の認識はあるのか

なという印象です。 

〇橋本部会長 

企業側がどういった情報を求めているかと

いうところで、パンフレットを作りこんでいく

必要があると思っていて、実験的にセミナーの

チラシを作ったときに、これからは障がい者雇

用の時代とか、例えば人材育成を中心にという

セミナーと、障がい者雇用を進めていかないと

これだけのリスクが潜んでいるとか、あとは虐

待、通報件数、合理的配慮に関して通報件数が

ここ数年で３倍に膨れ上がっている、現場の理

解を得る必要がある、いわゆるマイナスな情報

の方が集中したということがありました。 

このパンフレットが良いことだけだと企業

の方でリスクの回避という側面があると思う

ので、そういうキーワードが結構大きいと思う。 

「こういうキーワードが大きい。企業から反応

がある」というのを後で教えていただけたらと

思います。その視点で、どういうキーワード、

文言を使うかというご意見とかも伺いたいで

す。 

 では、山本所長お願いします。 

〇山本所長 

障がい福祉センターあしすとの山本です。 

あしすとでは雇用支援室とリハビリ訓練の

部署で就労支援を行っています。まず雇用支援

の方ではお手元にパンフレットを出させても

らいましたので後程ご覧になっていただけれ

ばと思います。主に２点、障がい者の就労支援、

定着支援というところで、ご本人の就労希望と

か適性を見極めて、ハローワークの求人情報を

用いてのマッチングや、実際の職場に見学や体

験などの同行支援、面談などを重ね、就労に結

び付けています。 

本日お配りいただいたリーフレットの資料

の３ページ目に企業側のメリットとして誰で

も働きやすい環境という点では、おこがましい

かもしれませんが企業側にもそれなりに受け

入れの体制を作る努力をしていただくことが

実現につながると感じています。企業の人事担

当の方は障がい者雇用ということで目的を持

って対応していただいていますが、実際上司の

方とか同僚との人間関係というのが左右しま

すので、先程、合理的配慮のお話もありました。

そういったところを念頭に置いていただけれ

ば定着し続けられるのかなと思っている次第

です。 

雇用支援室の主な２点目は、区内の民間の就

労支援事業所さんとネットワークを作ってお

りまして、年間に何回か集まり、情報交換やグ

ループワークによってスキルの向上等、顔が見

える環境で関係作りをやっているところでご

ざいます。 

また、先程申しましたリハビリ訓練について



は、もともと企業で活躍していた方が倒れて入

院後、障がいをもった状態でリハビリをやって

いる、その後の復職を目指す方のためのお力添

えをさせていただいております。 

 以上でございますが、何か補足ありますか。 

〇袋谷事務局員 

あしすと雇用支援室が作ったパンフレット

のご紹介をさせていただきます。「イラストで

わかるみんなが働きやすいかたち」というパン

フレットで、発達障がい者の雇用について、Ｑ

＆Ａという形で障がい特性と、それに対しどの

ように対応したらいいか、どうコミュニケーシ

ョンを取ったらいいかなどをまとめたものに

なります。こちらは区のＨＰにも掲載していて、

どなたでも見られる形にしており、企業訪問の

際に持参しご紹介しています。 

それからもう 1つ、障がい福祉課、障がい援

護課が作りました、合理的配慮のパンフレット

もお配りさせていただきました。こちらは合理

的配慮ということで、全ての企業に関わるとこ

ろではありますが、訪問する際にこちらのパン

フレットも使いながら説明させていただいて

おります。 

〇橋本部会長 

企業様の関心が高いところでは、このＱ＆Ａ

形式は良いと思いました。あと合理的配慮に関

しては、こういった冊子はたくさん出回るので

すが、それでも通報が３倍になっているところ

がありまして、やはり理解されてないです。ど

こまでが合理的配慮なのか、何をやると通報さ

れるというのがわかってなくて、後から調査が

入って「十分配慮していました」となっている。

そういうコミュニケーション不足が潜んでい

る中で、企業の方にどういったメッセージを伝

えていけばいいかというところで、中尾さんの

ご意見お願いいたします。 

◯中尾委員 

 はい。合理的な配慮って何が合理的な配慮な

のですかと言われると、特定のこれというのは

無いのですが、「一回で解決すると思わないで

くださいね」と話しています。やはり、相手の

言い分をしっかり聞くということと、あとはそ

のお互いに「建設的な対話」と言われていると

思うのですが、「お互いに必ず良いところに持

っていこう」ということが前提に話し合いが行

われるというこの２つがすごく大事だなと思

います。ここにも書いてあるように、過度な合

理的配慮には応えられないので、その時に「じ

ゃあ、できません」ではなく「うちだったらこ

ういうことはできるのですが」とか、代替案を

出すとか。その一回で終わらせない、バリエー

ションのやり取りがどれだけできたかという

ことが大切です。 

リスクの話になると、例えば合理的配慮を提

供しないのは、海外も含めて裁判に事例が出始

めている中で、建設的対話が何回やられたかと

か、どういうふうにそれを言ったかとか、相手

の意図はどうだったかとか、それに対してどう

答えたか、どう対応できたか、その辺がポイン

トになってくると思います。そこをどれだけ提

供できるかを前提として、ここに書かれている

ようなものが、どれだけ提供できるかどうか。

あとは企業によって違うと思うので、一律にこ

うという訳では無いと思います。 

◯橋本部会長 

 ありがとうございます。ご質問、如何でしょ

うか。ここもすごく企業の関心が高いところで

すので、置いていかない世の中で建設的な対話

と繰り返して伝えること、これは現場に出てい

るような企業さんに対応していると、「こうい

う指摘を受けたのですが、どうしたらいいんで

すか」といったところで、今、企業懇談会を行

っていて、そこは心理的安全性があるので、結

構ぶっちゃけた話ができるのです。ちょっとこ

こでは言えないぐらいぶっちゃけた話があっ

て、それは明らかに受け止め方の問題と私たち



はわかるんですね。その時に不足しているのは

説明責任。ちゃんと明確に説明をする。ここま

ではできるがここまではできないことをちゃ

んと説明して行くというところに、合理的配慮

という言葉だけが頭に浮かんでしまって、「こ

れを言ったら傷つけちゃうんじゃないか」とか

「逆に配慮しているつもりなんだけど、それが

分かりづらくなっちゃう」っていうところが潜

んでいたりする。で、ここの部分、すごく重要

なポイントだと思うので、ぜひ、もうちょっと

お聞きしたいなと思ったのですが、何か質問が

あれば皆さんどうぞ。竹内さんとかどうですか。

実際、雇用されている立場から。 

◯竹内委員 

 そうですね。企業側というより、障がい者の

方から見て多い問題というか、その辺を伺いた

いと思います。 

◯中尾委員 

実はですね、いろいろ障がいがある方とか、

企業の間に入ることもよくあるのですが、実は

障がいのある方も本当に必要な合理的配慮と

言われるものをしっかりわかっている方って、

そんなにいらっしゃらないという実感があり

ます。自分でもよく分かっていないことによっ

て余計こじれるみたいなところがあると思う

んです。どういうことかというと、例えばナビ

ゲーションブックとか、自分を理解するのはす

ごく大事なことなのですが、自分はこうだと思

っていることでも、実際、乖離しているという

か、働くことになった時に、その認識が違って

いるということがある。 

障がいのある方は障がいの特性ゆえに、その

認識が障がいの無い方と異なる場合も結構あ

ると思います。一対一で話すよりも、いろんな

バリエーションで多角的に伝えあうとか、あと

は言葉だけではなく、図を書いて渡してみると

か。できるだけ客観的にその事象を見られるよ

うに、配慮を提供していくとか（が大切）。結

局、それに付き合ってもらったから、自分はす

ごく満足だったと言って、合理的配慮が解決さ

れたりすることもあるんですよね。それには時

間や手間がかかるのですが、何か起こった時に

「同じテーブルにつく」と私たちは表現します

が、いかにそのような状態に早くなれるかとい

うことが、お互いのコミュニケーションにかか

っている。慣れて来て５年ぐらい経つと、ある

程度阿吽の呼吸で「同じテーブルにつく」とい

うことができやすくなります。このような過程

を飛ばしてコミュニケーションをしたとして

も、合理的配慮の提供ということにはならない。

コミュニケーションの取り方、そこのプロセス

はそういうところがあります。 

◯竹内委員 

そうすると第三者が介在するコミュニケー

ションのほうが解決につながりやすいという

ことですか。 

◯中尾委員 

そうですね。そういった部分もありますね。

要は、その人がわかるコミュニケーション方法

は何かということなので、もちろん企業さんで

やれる場合もありますし、第三者がやった方が

うまくいく場合もあります。ただ、大事なのは

多角的な視点から「これについて説明している

んだよ」ということをちゃんと本人がわかると

いうことだと思います。 

◯竹内委員 

ありがとうございます。もう一点いいですか。 

◯橋本部会長 

 どうぞ。 

◯竹内委員 

合理的配慮によるトラブルといったらあれ

ですが、そういう摩擦が起きて、結果的に退職

につながるといったケースはありますか。 

◯中尾委員 

ありますね。何が悪かったかというと、明ら

かに話し合いの場を持ってないとか、ちょっと



した溝が積み重なっていく。実はこういうこと

が多くて、お互いに、別に話を聞こうとしてい

ないわけではないし、本人も過度に何かを要求

している訳ではないのですが、ちょっとしたボ

タンの掛け違いがあった時。例えば本当に些細

なことで、これをこういうふうに仕事をしてく

ださいということが、全く違う形で取られた時

に、こんなに一生懸命やっているのにみたいな、

ずれているということが仕事上にはある場合

があります。でも、これはかなり致命的なとこ

ろで、本人は頑張っている、企業はそれを認め

てないみたいなやりとりがずっと続いてしま

った時に、企業も疲弊しますし、本人は全然認

めてもらえていないみたいなところがあるの

で、それが積み重なり退職になるみたいなとこ

ろだと思うのです。こうなっても、最終的にい

い形になる場合もあるので全てが悪いわけで

はない。次にステップアップするとか、やっぱ

り合わないとかはあるので。でも、先程の合理

的配慮の話に戻るのですが、どれだけ建設的な

対話ができたかで、ここは自分にとってあまり

向いてなかったけど、今までやってきたことと

か、一緒に会話をしてきたこと自体が、自分の

身になったみたいな感じだったらすごいポジ

ティブに退職するっていう。竹内さんもそうい

う形で進めていると思うのですが、終わった後、

その出来事をどう意味づけするかとか（が大

切）、それは外部機関に入っていただいて、や

っていくのもいいかなと思っています。 

◯橋本部会長 

ありがとうございます。この辺りは専門的な

視点からの対話の仕方、本人の受け取り方とい

う制度的なアプローチと、ちょっと順番が違う

のですが、ぜひ脊尾先生に聞きたいことは労務

管理といったところのリスクでもあると思う

ので、社会保険労務士さんの立場から、この辺

りのリスクをどういうふうに企業さんに伝え

ていけばいいのか。場合によっては合理的配慮

に関する案件とか、そういったところがあれば

共有いただけたらありがたい。こういう情報は

事前に企業に伝えた方がいいよみたいなもの

もあれば、法的な部分も含めて教えていただけ

たらと思います。 

◯脊尾委員 

今の視点のことですよね。 

◯橋本部会長 

はい。 

◯脊尾委員 

基本的な考え方ってその障害者雇用促進法

だとか障害者差別解消法とか障害者基本法に

書いてある基本軸から変わらないところで、合

理的配慮の話は障がいのある方の文脈で言う

と、本人の言っていることにどれだけ向き合う

かの姿勢によって労務リスクは、そこにどれだ

け向き合うかによって、だいぶ後々の印象が変

わってくるような気がします。 

その辺は皆様も現場感として感じていらっ

しゃることで、障がい種別にもよるのかもしれ

ませんが、性格傾向プラスアルファ疾患特性で

視野狭窄のように、思い込んだらそこから抜け

られないということだと、健常者よりも、もう

ひと手間いるような気がしています。そこを手

間といえば手間なのですが、向き合っていくこ

とで相当なトラブルを防ぐことができる。切り

出しの話だけするととても手間がかかるなっ

ていうのは一般的に思いますが、それは視点を

変えると、病気や障がいがなくても、個人の主

張をする人って山ほどいるじゃないですか。生

活や環境のこととか。というところは大して変

わらないですよね。だから本当は変わらないの

だけど、わからないということに対して恐れが

あるのかなと思います。朝倉先生もそうだし、

竹内さんもそうだったんですけど、雇用まで行

かなくてもインターンとかという表現があっ

たじゃないですか。そのライトなハードルを企

業に提示してあげるというのがめちゃくちゃ



優しくてですね。いきなり雇用って言うと責任

だけ大きくなるので。だからそういうのはすご

くあるなって思った。今の話って、とても実践

的で中尾さんが言ったこともそうですが、とり

あえず話を聞いてあげるとか、僕らが普通にや

っているようなことを、もっと言うと家庭でや

っているようなことをそのままやっていく、で

それに加えて少しだけちょっと特性理解とい

うものを加味するとだいぶややこしさはなく

なるのかなという気がしていますね。以上です。 

◯橋本部会長 

ありがとうございます。本当にそのおっしゃ

る通りだなと思っていて、障がいのあるなしに

関わらず、今も新人職員さんとのコミュニケー

ションや、職場でのコミュニケーションってい

うのは何かあると何とかハラスメントとかっ

ていうのもあるぐらいですね。ここに特化して

どうやって情報提供するかという多分、これか

らもうちょっと深掘りして行く必要があるの

ですが、今日は時間がないので、これは一つの

視点として共有できたということで、それを踏

まえて、加藤さん、当事者の意見として逆に配

慮され過ぎるのもというのがあると聞いてい

たのでそこも踏まえて、ピアの存在であったり

とか、そういったところ資料を作っていただき

ましたので、その情報共有をよろしくお願いい

たします。 

◯加藤委員 

WEL‘S FLATの加藤です。よろしくお願いし

ます。自分や他の人の事例を紹介させていただ

きたいのですが、先に合理的配慮の話をしたい

と思います。下の方に、不調に気づくためのツ

ールとして、出勤時、日誌に起床時間や睡眠時

間を細かくチェックをするということをやっ

ています。これをすることで、言えない人でも

表だと書きやすいという部分が出てくると思

います。 

これは出勤時に毎回行い癖づけて行くと、本

人の体調もわかるし、上の方にも知らせること

ができます。不調になってしまったら、早めに

上司に相談して時間休みや配置などを調整し

てもらうというのも非常に大事だと思うので

すが、これが発信できる人とそうでない人って

いうのがいるので、それをどういうふうに企業

がサポートしていくかというのは非常に大事

なことだと思います。それから、過剰に心配さ

れてやりづらさが出てきてしまうという話な

のですが、逆にこのツールを使って体調を知ら

せるのも嫌な人が中にはいると思うんです。過

剰に反応してほしくない。普通の人と同じよう

に働きたい。配慮して欲しくないという方も中

にはいると思います。私は周りから声掛けされ

て心配されるとやりづらさが出てしまうので、

相談する方はだいたい１人か２人、同じ人に決

めています。話があっち行ったりこっち行った

りすると、自分でも収拾がつかなくなってしま

うので。 

これもやはり最初の段階でどういう配慮が

必要かということを１か月に１回でもいいの

で面談を行い、配慮を変えたほうがいいですか

というコミュニケーションを取っていただけ

たらこちら側としてはありがたいと思ってい

ます。現に私がそうやって働いているので、す

ごくありがたいなと思っています。リーフレッ

トの作成にあたり企業さんに伝えたいことは、

ピアサポーターという存在もあるということ

です。先程お話がありましたが、いきなり雇用

の形にするのは、ハードルが高いので、企業さ

んで先に働いている方をピアサポーターの位

置に持って行くというやり方もあるのではな

いか、長年働いて作業にも慣れていらっしゃる

方をペアにしてその方をサポートして行くと

いう形を取ったりすると、案外雇用しやすいの

かなという気もします。先程竹内さんもおっし

ゃられていたのですが、職員も一緒に施設外就

労へ行くと安心するとおっしゃられたのです



が、職員ではありませんが、支えたり支えられ

たりというのがピアという存在で、雇用主との

間にワンクッション、ピアを入れることで、企

業さんとその障がい者の間にクッション役を

入れるというサポートの仕方もあるというこ

とをぜひこのリーフレットに入れたいなと思

いました。私の方からは以上です。 

◯橋本部会長 

ありがとうございます。かなり具体的に情報

提供してくださったと思うのですが、皆さんの

方からどうでしょう。ご質問とかご意見あれば。

中尾さんよろしくお願いします。 

◯中尾委員 

ピアを一緒にとおっしゃっていただいて、そ

れはすごく大事なことだと思っています。障が

いのある方が問題の渦中にいて、外に目を向け

られないが故に、更に悪化したり、もっと難し

くなるということがあると思うのですが、そう

いう方にピアとしてどういうふうに接したり、

対応されたりしているのかをお伺いしたいで

す。 

◯加藤委員 

まず、自分もそういうことがありましたとい

う話からさせていただきます。実際あるのです

が、似たようなことがありましたという話から

私はこうだったとお話してその方にこうやっ

て私は回復しましたというのを端的にお話し

するということはよくあります。 

◯中尾委員 

そこから抜けようとするとか、そういうこと

になるのですか。 

◯加藤委員 

そうですね。私が知っている方はほぼそうい

う方で、中には抜け出せない方もいらっしゃい

ますが、そういった方に粘り強くではないです

が、こちらもあきらめずに励まして行ったりと

いう形ですかね。 

◯中尾委員 

ありがとうございます。 

◯橋本部会長 

ありがとうございます。他、如何でしょうか。

本当に加藤さんが活躍してくれていて。この仕

事のすごくいいところは、その方がマイナスに

捉えていた経験や過去をそのまま価値にする

ことができる仕事で、この仕事だから出来ると

思うので、加藤さんの価値をそのまま提供でき

るというのは、すごい価値なんですよね。そう

いった視点というのは何かで伝えていきたい

ことだなと思っていて、ピアの方の活用という

か、まあ勉強は必要でしょうね。企業に先に勤

めている方にピアとして同じような経験をさ

れた方のサポーターになっていくといったと

ころで価値を感じる。そういったところはこの

仕事をやっていて、本当にいいなと思うので、

そういう方が活躍できる業界になっていくと

もっと活性化するのかなと個人的に思います。 

◯加藤委員 

ピアサポート研修の時にピアサポート専門

員というのを作ってもらうという話をしまし

て、ぜひ作って欲しいと思っています。 

◯橋本部会長 

ありがとうございます。 

◯袋谷事務局員 

１つよろしいですか。ピアサポーター研修を

受けられたということで、企業の中でピアサポ

ーターをする方の研修もあるといいと思って

いるのですが、加藤さんは通所の事業所のピア

サポーター研修を受けられたということです

よね。 

◯加藤委員 

そうですね。 

◯袋谷事務局員 

うちのお客さんで、新人が入ってきた時に、

ピア的なことをやってほしいと言われ、それが

負担になって、仕事が続けられなかったという

方をよく見かけるので、企業でもピアサポータ



ーになるにあたって、研修だったり、知識だっ

たり、ノウハウが学べるものがあるともっとい

いのかなと今聞いていて思いました。 

◯加藤委員 

私が受けたのは、東京都がやっているもので、

民間でもありますが、研修の時に体調が悪くて

仕事は行けていないのですが、研修は出たいと

いうことで来られる方も数名いらっしゃいま

した。いずれ体調が良くなったら、ピアサポー

ターとして働きたいという方も数名いらっし

ゃったので、本当に体調を崩す方は多いと思い

ます。皆さんと一緒にやっていただいたり、や

ることが多かったりというのがあるので、そこ

も上司の方に相談しながらやっていくことが

すごく大事なのかなと思います。 

◯袋谷事務局員 

ハローワークさんで、いろいろな企業に対す

る補助金などがあると思いますが、障がいのあ

る方がピアになるための研修の補助金は今の

ところ無いですよね。 

◯鈴木委員 

はい。無いですね。 

◯袋谷事務局員 

ありがとうございます。 

◯橋本部会長 

では、桑原さんにお願いしたいのですが、障

がい者雇用もそうですが、Ｂ型事業所を行われ

ているところで企業に発信したい情報や、こう

いったことに関心を持たれているみたいなこ

とがあればお願いします。 

◯桑原委員 

はい、Ｂ型として発信したいこととして、障

がいを持っている方でもできることがいっぱ

いあるというところは、発信したいと思ってい

ます。大谷先生が持って来てくださったこのパ

ンフレットの表紙を見ると、少なくとも機械の

操作ができる、パソコンが使える、料理ができ

るというのが一目見て分かると思います。こう

いった資料が複数あると、一般企業の方たちに

も障がいがある方でも、こういうことができる

とか、実際こういう人がいるということがすご

く伝わりやすいと思います。ただ、Ｂ型だけで

はないのかもしれないのですが、１０年前ぐら

い前までは企業の方も作業の写真を撮っても

よいと言っていただけることが多かったので

すが、最近は出さないでほしいというところが

多くなってきているので、難しいというところ

があります。とはいえ、実際にやっているもの

ではなくてもそれに似たようなものを準備す

ることが可能だと思うので、そういったもので

写真を使って発信をしていくということがで

きるかと思っています。 

障がい者雇用を考えた時に、企業の方は一番

に働き手が欲しいというところなので、「障が

い者雇用」を前面に押し出し過ぎると引いてし

まう方は少なからずいらっしゃるだろうと思

います。結果的に働き手を探して募集応募をし

てきた人が障がいを持っていて、その人が戦力

になった。というようなイメージがいいと思っ

ています。あしすとさんで作られている冊子は、

「障がい」を表前面に出しておらず、このよう

なキャッチコピーから入っていけるとより多

くの企業さんが手に取って見てくれて、障がい

者雇用ってこういうものなんだと感じていた

だき、つながっていくという手法も大事だと思

っています。 

◯橋本部会長 

ありがとうございます。見せ方や言葉のチョ

イスといったところのご提案をいただいたと

思うのですが、ご質問ご意見いただけたらお願

いしたいです。 

◯石川事務局員 

では桑原委員からの今のご提案は、障がいと

いうところをガンガンに出すのではなく、働き

手が欲しいと言う企業が手に取るようなアイ

キャッチを作って、中は障がいのことが書いて



あるものの方が、より手に取ってもらえるので

はということですので、議事録にも掲載させて

いただきます。 

◯桑原委員 

よろしくお願いします。 

◯橋本部会長 

他に如何でしょうか。では、宮崎さんお願い

します。 

◯宮崎委員 

はい。皆さんのお話を聞いて、ちょっと頭の

整理がつかないというのが正直な話です。私も

障がい者雇用に関しては飛び飛びになります

が、３０年前ぐらいから関わっているところで

どうしてもこの専門性というのがかなりうた

われている。なおかつ、法定雇用率にかなり振

り回されているとして、これが上がったからじ

ゃあうちの会社就職できる可能性が大だとい

う、そんなようなイメージが続いているのかな

というのは私の正直な話です。ただ今回、この

タイトルである人材不足解消のための障がい

者雇用、すごいいいチャンスなのかなと。これ

は雇用率が先程業務委託とか、施設外就労とい

う言葉もありましたが、逆に障がい者の方をど

んどん活用できるいいチャンスというのは皆

さんの話を聞いて、私の考えたところでござい

ます。 

現状として、私共のＡ型Ｂ型で対応している

部分について、国は就労をさせる訓練の場と位

置付けていますが、利用者は特支の学校を卒業

し、いろいろ課題があって、就労の訓練が必要

もしくは難しい方や、リタイアされている方の

こともあり、そうすると数に限りがあるんです

よね。そういう方々について、どういう形で就

労に向け進めて行くのがいいかというのは話

題になるのですが、国は就労移行支援加算をつ

けるからだとか、いろいろと策を練り、障がい

者雇用に結び付けているというのが現状で、現

場との矛盾が一部に出てきているようなこと

を考えております。逆にこれまでの就労に絡め

てですが、福祉施設は基本的に受注開拓はしま

すが、企業の雇用開拓はしてないのが現状なん

ですね。この辺の役割分担じゃないですが、企

業開拓は誰がどういう形でやるのか、また福祉

的就労のご利用者はどういう形で企業就労や

社会での活躍というのを探していくのか。その

辺の役割分担は明確になってない。また、私自

身もわかり切れていないのが現状です。例えば、

足立区の企業の障がい雇用ニーズがわからな

い状況。ただ、先程のお話だと１２０人以上の

企業があって、そうしたらその数は限られてし

まいますよね。そうしたら、この場所でも障が

い者雇用といった部分というのは足立区内に

限らずなのかどうなのか、それもはっきりさせ

ないと、ここでの話し合いの何をどういう風に

してまとめたらいいのかなという話を聞いて

思ったところなので、今一度、どういう形で対

応していったらいいのか、確かにリーフレット

を作ることも大切だけど、それ以前に障がいの

理解、雇用、働くというのも障がいを理解して

ないからか、そういったものがわからず、その

後に雇用というのが繋がってるのかなってい

う。聞いていて思ったことです。すみません、

なんか感想で終わってしまったのですが。あり

がとうございます。 

◯橋本部会長 

ありがとうございます。ご意見とか、質問あ

りましたらお願いします。実際に、圧倒的に福

祉的就労をされている方のほうが多い訳です。

現状としては、その中でも企業の方も必要とし

ている人材不足の解消という視点では、間違い

なく必要とはされているのですが、確かに役割

分担といったところは物理的に僕もなくして

いかなければいけないかなと思っていて、企業

支援をしていると企業ニーズが圧倒的に多い

のは肌感覚としてわかって、その情報が多分届

いてないかなというのはあると思いますが、そ



の得意不得意とか、例えば具体的なイメージと

しては、うちの法人だと雇用相談援助事業とし

て企業支援専門家がいろんな企業開拓をして

いくので、あとハローワークさんもそうですね。

指導官さんがいて、その人が持っている情報を

働いている障がいのある人たちのイメージを

持って企業支援をしていて、この企業だったら

例えばあだちの里さんの誰々さんにつなげる

ともしかしたら、コミュニケーションがすごく

しやすいかもしれない。こんなイメージだと思

いますね。役割分担として企業支援をする人た

ちがちゃんと施設のことを理解して、そこを定

期的に訪問して情報共有をして今の求人のイ

メージを持って企業支援をするというのがこ

れは企業にとっても施設にとっても多分プラ

スだと思うので、なんかそんなイメージを思い

描いてはいたのですが、そういう体制があった

らどうですかね。 

◯宮崎委員 

そうですね。そうするとかなりの数じゃない

ですが、ある程度の拠点を持ちながら、福祉的

就労に対する部分と障がい者雇用のマッチン

グを是非実現していきたいということですね。 

◯橋本部会長 

あくまでも理想ではあるのですが、ちょうど

就労選択支援の体制作りが新たに必要になっ

てくると思うので、ここは少し長期的な視点で

この場でも共有できたらと改めて思います。問

題提起、ありがとうございます。 

では根岸さん、よろしいでしょうか。パンフ

レットに記載していただいて、実際、イメージ

としては障がい者雇用で雇用された人たちが

今までの家族と一緒に住んでいる中で自立す

る必要がある。そういうニーズがあった時には

通勤寮さんを紹介したらいいんじゃないかと。

そういったことで、企業のエントリーが実際あ

るのかなど。よろしくお願いします。 

◯根岸委員 

葛飾通勤寮の根岸です。よろしくお願いしま

す。このパンフレットの方には今回、どんなこ

とを書いたらいいんだろうと思いながら書か

せてもらいました。通勤寮がこんなことをやっ

ているよというところです。通勤寮の強みとし

ては、本当に就労と生活を一体的に支援すると

いうところだと思うんです。社会人に初めてな

る人や、社会の中で上手くいかなかった人達を

受け入れて、基礎から学んでもらう。社会人と

は何ぞや、社会とは何かみたいなことを学んで

いただいて自立していくというような有期限

の施設ですよというところで、企業さんと職場

訪問を定期的にさせてもらうので、企業の中の

課題であるとか、そういうことはよくよくわか

ってはいると思っているのですが、具体的な例

で言うと、とある病院で初めて障がい者雇用を

するとなった時に初めて就職をする子を入れ

たんですね。そしたらやはりどういう風に障が

い者の人に働いてもらったらいいのかが全然

わかっていない。わかっていない中で病院周り

の掃除をするのですが、ほったらかしなんです

よね。ほったらかしで点検に来るわけでもない

から、そういうような仕事させていくと、ずる

をするし、見てないから昼寝とかしちゃうんで

すね。それで、そういうことをするからダメな

障がい者になるので、今後どうしようかみたい

なところの相談が来てしまう。それはちゃんと

チェック段階を作り、ここからここまでは何時

から何時までにやってとか、定期的にちょっと

見に来てほしいとか、職員室の方に報告に行か

せますとかそういうことをうちの職員に入っ

てもらって、ジョブコーチ的にね。職場の方に

こんなふうにやればうまくいきます。こんなふ

うにしているから、こういう結果に繋がってい

ますみたいなことを全部お伝えして、今もなん

とか継続しているというような状況ですね。で、

やっぱり放っておかれちゃうから、本人も何を

ゴールに頑張ったらいいんだろうかみたいな



ところもあるだろうから、その辺はきちんとし

なきゃいけないっていうところです。あともう

一つは、この間も出させてもらった事例なので

すが、すごく元気なおじさんが特例子会社の社

長で凄く元気が良いんですね。昔ながらで、働

いている障がい者の人たちを呼び捨てで呼ぶ

んですよ。名前でね、何とか何とかちゃんとや

れよみたいな。それがよく反映される場合もあ

りますが、家族のように見てくれている丁寧さ、

温かさみたいなことを感じることもあれば、逆

にそれがちょっとしんどくなってしまう障が

い者もいるというところのマッチング、そうい

うのはすごく難しいなと。なのでその障がい者、

その人をどれだけ知ってもらうかというとこ

ろが基本になっているので、私たち支援する側

としては、この人の特徴だったり、こういうと

ころがあるからこんな風に接して欲しいとか

を企業側にお願いしていく。というようなこと

が職場訪問の就労も含めての支援になってく

るんだろうなと思っています。 

ただ、企業さん側に頑張っていただくところ

もたくさんありますが、障がい者自身も頑張る

ところがある。努力する所がある。それで通勤

寮としては障がい者の自己理解というところ

で、「自分が何が得意で何が苦手でこういうこ

とをされるとちょっと辛いです」とか、「そん

なこと言われるとしんどいです」や「嬉しくな

ります」とかというようなことを、勉強会でピ

ックアップしてやらせてもらったりして、それ

を職場に伝えたりするのが私たち通勤寮の役

割かなというふうにも思っています。そういう

企業側のことを見ていると、企業側が孤立して

いるということが問題と私は思っていて、企業

側が相談する場所がないんですよね。 

企業の中でいろいろなことを考えて、いろい

ろな事を解決して行かなきゃいけない。障がい

者を見ていかなきゃいけないけど、障がい者の

こともよく分からないままみたいな体制にな

っている企業が本当に多いなって思っている

ので、そういう企業を孤立させないのが、パン

フレットの役割でもあると思うし、私たち支援

者側からも提案であるとか、そういうことも必

要になってくるのではないかなと。そういうと

ころから障がい者虐待であったりとか、合理的

配慮であるとか、そういうところとつながって

いくものではないかなという風にいろんな企

業さんを見させていただいている中で感じる

ことです。以上です。 

◯橋本部会長 

ありがとうございます。如何でしょうか。ご

質問やご意見がありましたらお願いします。通

勤寮さんだと、まさに生活も見ていて、プラス

その生活を踏まえて企業支援をするというス

タンスですので、必要ですよね。さっきのお話

から聞いていると企業懇談会とかは、孤立して

いる企業が多いですね。こういう相談ができる

場所があるとありがたいとなるので、ハローワ

ークさんの方でそういう場作りをされていた

りしますか。障がい者雇用されている区内の企

業さん向けのものとか。 

◯鈴木委員 

そうですね。企業が集まって懇談、話し合い

をするっていうのは多分やっていない。ただ、

障がい者雇用に向けたセミナーなどは各ハロ

ーワークでやっていたりします。障がい者雇用

促進セミナーみたいな名称で、足立区・荒川区

の企業様に周知を図るのですが、結構反応が薄

いです。私、飯田橋にもいたので、飯田橋の時

は雇用指導官として在籍していました。飯田橋

は、結構反響が高く、そういう案内を出すと、

２００社、３００社くらい来たんですよ。この

前、人から聞いてきた話、ちょっと正確ではな

いのですが、同じような形で足立荒川管内の企

業様に、そういうセミナーを案内した時の参加

企業としては１０か２０とかそのぐらい。まあ

送付した企業数も圧倒的に違うのですが。足立



区の職業指導官の話だと、企業さんに発信して

もなかなか反応がというところが言われてい

ます。 

◯橋本部会長 

ありがとうございます。竹内さんはちなみに

雇用する立場として、雇用について孤立という

か、あんまり情報共有できないことのもどかし

さを感じられる場面があるか、もしくはそうい

った共有できる場があったらいいかというご

意見があれば伺いたいのですが。 

◯竹内委員 

そうですね。合理的配慮ではないのですが、

障がいを持っている職員からのリクエストが

結構多くなったりして、また摩擦がある場面も

あり、専門家のアドバイスが欲しい、あるいは

医療の専門家のアドバイスが欲しいっていう

場面があるので、そういった時にどこか相談の

窓口があるのがわかるのはいいかなと思いま

す。あとは、担当者としてピアサポートという

言葉もありましたけれど、当事者同士でピアサ

ポートの機会があったらいいと思います。 

◯橋本部会長 

ありがとうございます。これも長期的な視点

ですが、そういったニーズもありそうかなと思

ったので伺いました。あと８分ほどですが、先

程脊尾さんからはご意見をいただいたので、何

か補足があればお願いします。 

◯脊尾委員 

なんか難しいと思っていた反面、じゃあどう

したらいいかと考えたときに、前回の議事録を

見て、自己理解の話とかを思い出しているので

すが。根本的に興味ないことは興味ないですよ

ね。ハローワークの事例とかでも、来年から計

画が始まってっていうお尻に火が付かないと

来ないっていうのは、心理としてはわからんで

もないことがあって、とするともうそこは、あ

る意味もうずっとイタチごっこかなっていう

気はしていて、それはちょっと寂しいと思って。

前に言ったかもしれませんが、僕の仲間が障が

い者雇用を大企業に押し付けているのは中小

企業だよねっていう言葉が頭の中にあって。じ

ゃあどうするかなって考えたときに色々調べ

たのですが、法人住民税の２３区の割合の部分

は自治体で決めていいと。ということは、そこ

のインセンティブを持たすと、もしかしたら金

のために少し障がい者雇用をと思う企業もあ

るんじゃないかなと勝手に思ってですね。僕ら

は関心を持ったからこの議論をしているけど、

関心がないと別軸に持っていかないと多分対

立を生むし、それ自体が面倒くさくなってくる

ので、向いてくれないと思うような気がするの

で、何か得を見せてあげるっていうのもある意

味いいのかなというのと。もう一つは弊社で、

今さっき、浅倉先生の話を聞いている中でそう

だなと思ったのですが、給与計算とかでなんか

実習とか、うちなんかもし興味ある方がいたら、

多分これかなと思って。あれは、ある意味過集

中が必要なんですよ。だから過集中という特性

があるのであれば、それを上手く使う。その後、

パタってなっちゃったらちょっとあれなんで

すが、それはチャンスであり、ある意味強みで

すよ。僕もだんだん飽きてくるんですよ。やっ

てるとしんどくて、でもぐっとはまってやれる

人はやれるんですよね。とても大事な仕事で、

いい加減にはできないので、もし自分もここで

抱えているっていうのがあるんだったらそれ

もありかなって思いました。 

最後に、雇用って一社専属型が今までの日本

の中に完璧で兼業不要の議論って昔からあり

ましたが、最近、障がい者雇用こそ僕はパラレ

ルで雇用していった方がいいと思っています。

そうすると、うちではこうやってるよ。こっち

はこうやってるよ。さっき根岸さんが言ったの

は僕もドはまりで、雇用側は孤立するんです。

責任も重過ぎるし、しんどいんですよ。だけど、

橋本さんとうちで一人採用したらこの人はこ



ういう人なんだと、コミュニティ化してあげる

といいんじゃないかなっていうことがありま

した。あとは税金対策と実習をやってください

という話です。 

◯橋本部会長 

ありがとうございます。残り４分程度になり

ました。いろいろなご意見をいただきましたの

で、これを少し僕の方でカテゴライズ化して、

この部分は必要だろう、ここの部分が一致して

いる共通しているということをカテゴライズ

化して、ここで一回あの資料、これだけのボリ

ュームですので短い、端的なほうがいいと思う

ので、それをまとめていくっていう作業を一旦

たたきで作って進めていければと思っていま

す。これはあくまでもツールとして成果物を作

っていくとうことを今までやってこなかった

ので、その目的とか手段は、長期的な部分でい

くつかご意見をいただいたと思います。孤立と

か障がい理解、あとは働き続けるということと

か、障がい者雇用の本来であれば共生社会、事

実上は強制力によって促されているといった

ところは長期的に確認して行きたいと思いま

す。 

何よりも雇用する企業の関心事に合わせた

情報提供が必要だと思うので、そのあたりは引

き続き、ご意見を伺いながらツールづくりをし

て、共通の理解を深めていくというような進め

方にさせていただきたいと思っております。 

以上で議事が終わりましたので、進行にお返

しします。 

◯石川事務局員 

橋本部会長、進行ありがとうございました。

前回のアンケートから新しいキーワードも。成

果物、パンフレットを作るっていうところで、

色々情報共有できたかと思います。今後も継続

の協議の方、よろしくお願いいたします。 

それは事務連絡させていただきます。先程、

山本所長から宣伝させていただきました障害

者記念アート展のチラシの方をご用意しまし

た。各事業所にもこれから届きますが、ぜひ

様々な作品を展示していますのでよろしくお

願いいたします。次回のお知らせとなります。

本年度の最後のはたらく部会は、令和７年１月

２１日火曜日１５時からあしすと５階のホー

ルで開催いたします。以上をもちまして第２回

はたらく部会を終了いたします。本日もありが

とうございました 

 


